
　

町
で
は
、
町
民
視
点
で
の
行
政
運
営

と
健
全
な
財
政
運
営
の
た
め
に
、組
織
、

職
員
、
仕
事
の
質
的
向
上
を
図
る
た
め

の
改
革
を
柱
と
し
て
「
第
３
次
長
島
町

行
政
改
革
大
綱
」
を
策
定
し
ま
し
た
の

で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
18
年
12
月
以
降
、
２
次
に
わ

た
り
行
政
改
革
大
綱
を
策
定
し
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
図
り
、

財
政
構
造
の
健
全
化
な
ど
に
努
め
て

き
ま
し
た
。
職
員
定
員
に
つ
い
て
は
、

平
成
18
年
度
に
２
０
１
人
だ
っ
た
定

員
を
、
平
成
30
年
度
に
は
１
５
６
人

ま
で
削
減
し
、
行
政
の
ス
リ
ム
化
を

図
り
な
が
ら
も
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
維

持
し
て
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
近
年
の
自
治
体
を
取
り
巻

く
状
況
は
、
地
方
分
権
の
推
進
や
住

民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
な
ど
に
よ
る
業

務
量
の
増
加
な
ど
で
、
現
行
の
執
行

体
制
で
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。
本
町
の
行
政
経
営
は
、
長
期

的
な
自
主
財
源
の
乏
し
さ
に
加
え
て
、

地
方
交
付
税
の
減
収
や
普
通
交
付
税

の
合
併
支
援
（
合
併
算
定
替
）
の
段

階
的
縮
減
、
義
務
的
経
費
の
増
加
な

ど
で
、
ま
す
ま
す
厳
し
い
財
政
状
況

が
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
に
対
応
し
て
い
く

た
め
に
は
、
徹
底
し
て
公
共
施
設
運

営
や
事
務
事
業
を
見
直
す
と
と
と
も

に
、
組
織
と
し
て
の
総
合
力
を
高
め

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

行政改革４つの基本方針と
その取り組み内容

１．協同の町政運営と情報共有の推進
①町民参画の推進
　審議会などの開催やパブリックコメントの実施
など、さまざまな手法を用いた町民参画の拡充に
努める。
②協働によるまちづくりの推進
　行政だけでなく町民一人ひとりが問題意識を共
有し、永続的な町の発展、幸福度アップのために、
町民と行政、各種団体などが対等なパートナーと
してまちづくりを担う仕組みづくりを推進する。
③情報発信力の向上と情報の共有	
　町が保有する情報は、さまざまな媒体を用いた
分かりやすい提供に努め、町民と行政との情報の
共有化を図る。
　行財政経営の公平性、透明性の向上を図る。
④地域強じん化への対応
　各地域において強じん化を推進する担い手が適
切に活動できる環境整備に努めるとともに、女性、
高齢者、子ども、障がい者、観光客、外国人など
に配慮して施策を講じる。

２．効率的・効果的な行政運営
①住民サービスの向上
　ICT の有効活用などにより一層効果的で的確な
事務執行に努め、最適化を図る。
②行政サービスのオープン化・先進技術の活用
　公文書管理の適正化やペーパーレス化により情
報の共有・オープン化を図る。AI や IoT などの
先進技術を活用した業務の検討を行う。
③民間活力導入・アウトソーシングの推進	
　事務事業の再編・整理・廃止・統合などを進め
るとともに民間の専門知識やノウハウで、住民
サービスの効率化が図られると判断される業務
は、アウトソーシングの拡大や民営化などの可能
性を検討し、導入を推進する。

３．創造的な組織づくりと人材育成
①機能的な組織体制・環境整備の検証
　社会情勢の変化や町民ニーズに対応するため、
固定概念にとらわれない機能的な事務事業の手法
を検討し、限られた人的資源を効率的に活かす組
織体制・環境整備を検証する。
②職員の資質向上
　「長島町民の役に立つ人のいるところ」の実現
を図るため、ICT などの活用による職場環境の改
善や PDCA サイクルによる業務プロセスの改善
などを行うことにより、職員の資質向上に努める。
③人材の育成と活用
　職場内における実務研修や職制ごとの職員研修
所などにおける研修の実施、先進事例などの調査
研究、人事評価制度を活用した人材育成を進め、
職員の意識改革と能力開発を図る。
④働き方改革の加速
　「長時間労働＝しっかり仕事をしている証」と
いう意識を改め、すべての職員が健康でやりがい
を持って働き、限られた時間で成果を上げる働き
方へと「働き方改革」を加速させる。
⑤定員管理・給与などの適正化
　国の制度改革を見据え、社会情勢の推移を踏ま
えながら、職員定数や職員給与、労働配分率など
の適正な見直しを行う。　　

４．将来にわたる財政の健全化
①歳出削減の実施
　事務事業の見直しによる再構築や重点化する主
要事業の優先度などを検証し、次年度の予算編成
に向けた事業の選択と集中により、財政支出の抑
制を図る。
②歳入確保策の検討
　安定した財政基盤の確立に向けて、町税収入の
安定化や受益者負担の適正化など、歳入の確保に
努めるとともに、新たな手法による財源の確保に
取り組む。
③財政マネジメントの強化
　行政評価を実施して歳入確保や歳出抑制を図り
ながら、安定的な財政基盤の構築に努めるととも
に、経年劣化が進む公共施設への対応など、将来
にわたる財政の健全化のための改革に取り組む。

第
３
次
長
島
町
行
政
改
革
大
綱
を
策
定

組織・職員・仕事の質的向上を目指して

行政改革計画期間
令和元年度から令和５年度までの５年間
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